
 資料２-② 

2021年 5月 11日 

日本原燃株式会社 

保安規定審査基準と保安規定の記載整理表について 

標記の件、各事業で以下の通り整理した。 

添付１ 再処理事業所 再処理施設保安規定 

再処理施設保安規定審査基準と保安規定の記載整理表 2／42 

添付２ 再処理事業所 廃棄物管理施設保安規定 

廃棄物管理施設保安規定審査基準と保安規定の記載整理表 23／42 

添付３ 保安規定審査基準への適合性整理に関する補足事項 41／42 

【公開版】 
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再処理施設における保安規定審査基準 保安規定関連条文 

３．核燃料物質の臨界管理について定められていること。 第 26条（操作上の一般事項）※第６号５． 

第 32条（保安上特に管理を必要とするインターロック等）※第６号５． 

第 37条（漏えい検知装置等） 

第 38条（制御建屋中央制御室換気設備及び主排気筒ガスモニタ） 

第 40条（せん断・溶解を行う使用済燃料）※第６号５． 

第 41条（せん断・溶解） 

第 42条（清澄・計量） 

第 43条（プルトニウムを含む溶液の移送時の措置） 

第 49条（抽出塔への供給流量等） 

第 50条（プルトニウムを含む溶液の移送時の措置） 

第 53条（ウラン脱硝） 

第 54条（ウラン・プルトニウム混合脱硝） 

第 55条（分析設備におけるプルトニウムの取扱い） 

第 57条（安全上重要な警報装置が作動した場合の措置等） 

第 58条（漏えいを検知した場合の措置等） 

第 59 条（臨界警報装置が作動した場合の措置） 

第 66条（使用済燃料の取出し等） 

第 67条（使用済燃料の燃焼度及び平均濃縮度の確認） 

第 68条（使用済燃料の仮置き及び燃料移送水中台車による移送） 

第 69条（使用済燃料の貯蔵等） 

第 70条（チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピットにおける使用済燃料の取扱い） 

第 71条（使用済燃料の送出し） 

第 72条（ウラン酸化物の貯蔵） 

第 73条（ウラン・プルトニウム混合酸化物の貯蔵） 

４．操作員の引継時に実施すべき事項について定められていること。 第 27 条（引 継） 

５．再処理設備の操作前及び操作後に確認すべき事項並びに操作に必要な事項について定められていること。 第３章（再処理施設の操作）、第４章（核燃料物質の管理）、第６章（放射性廃棄物管理） 各条 

（操作上の一般事項） 

第 26条 管理担当課長は、所管する施設の操作（第 28条及び第 30条の２に基づく試験操作計画

等に定めるものは除く。）について、事前に目的､手順、操作の結果及び想定した結果を逸脱した

場合に採るべき措置を検討し、関連する設備の管理担当課長と協議の上、次の事項を手順書に定

める。 

(1) 操作前後に確認すべき事項及び操作に必要な事項に関すること

(2) 警報作動時の措置に関すること

（略） 
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再処理施設における保安規定審査基準 保安規定関連条文 

９ 各職位は、安全機能を有する施設の誤操作を防止するための措置を講じる。 

 

 

（使用済燃料による総合試験の操作における不適合等の管理） 

第 30条の３ 管理担当課長は、使用済燃料による総合試験の操作において、所管する施設に関し、

安全性に関係する機能に係る不適合が発生した場合又は不適合の発生が想定されると判断した場

合（これらの事態を本条において「不適合等」と記す。）は、不適合の識別、安全を確保するため

の措置を開始するとともに、５日以内（休日を除く。）に品質保証課長にその旨を連絡し、処置を

担当する課長とともに的確かつ迅速に措置を完了するように努める。 

  （略） 

２ （略） 

３ 第１項の処置を担当する課長は、別表７の３に定める安全上重要な施設等＊の安全機能に係る不

適合等である場合は、不適合等に対する処置方針（試験の中断を要した場合においては再開のた

めに必要な措置を含む。）について事業部長の承認を得る。 

４～６（略） 

＊：この規定において、「安全上重要な施設等」とは、「安全上重要な施設」及び「安全上重要な施設

と同等の信頼性を維持する施設」をいう。 

 

別表７の３ 安全上重要な施設等及びその安全機能（第 30条の３関係）【省略】 

 

 

（保安上特に管理を必要とするインターロック等） 

第 32条 （略） 

２ 統括当直長は、別表９に定める「適用される状態」において、同表に定める前項以外の保安上特

に管理を必要とするインターロック等を「設備に求められる状態」とし、当該状態を満足していな

いと判断した場合は、同表に定める措置を講じる。 

 

別表９ 保安上特に管理を必要とするインターロック等（第 32条関係）【省略】 

 

（非常用所内電源系統） 

第 34 条 統括当直長は、別表 14 に定める非常用所内電源系統の設備を同表に定める「設備に求め

られる状態」とし、当該状態を満足していないと判断した場合は、同表に定める措置を講じる。 

２ 燃料管理課長及びユーティリティ施設課長は、それぞれ第1非常用ディーゼル発電機及び第2非

常用ディーゼル発電機を７日間連続運転させるための燃料を配備する。 

３ 統括当直長は、外部電源系統における１相開放故障の発生を判断した場合、以下の措置を講じ

る。 

(1) 外部電源系統における１相開放故障を警報により検知した場合、待機側の受電変圧器へ自動
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再処理施設における保安規定審査基準 保安規定関連条文 

で切替わったことを確認する。 

(2) 負荷の異常警報等により１相開放故障を検知した場合、手動で待機側の受電変圧器に切替え

る。 

(3) 待機側の受電変圧器に切替わらない場合、手動にて１相開放故障が発生した受電変圧器を切

り離し、第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル発電機を起動させる。 

 

（せん断・溶解を行う使用済燃料） 

第 40条 前処理課長は、せん断・溶解を行う使用済燃料及びその臨界安全管理方法について、次

の各号の事項を定める。 

(1) せん断・溶解を行う使用済燃料集合体の種類及び構造、照射前燃料最高濃縮度、第 67条に

基づき確定した使用済燃料の燃焼度、せん断を行うまでの冷却期間（「冷却期間」とは、使用

済燃料最終取出し前の原子炉停止時からの期間をいう。）、溶解槽における質量制限並びに可溶

性中性子吸収材の使用の要否 

(2) １日当たりせん断を行う使用済燃料の平均燃焼度 

２ 前処理課長は、前項の事項を定めるに当たっては、次の事項を遵守するとともに、核燃料取扱

主任者の確認を受ける。 

(1) せん断を行うまでの冷却期間を 15年以上とする。 

(以下、略) 

 

６．地震、火災、有毒ガス（予期せず発生するものを含む。）等の発生時に講ずべき措置について定められていること。 

 

有毒ガス発生時の措置については、経過措置期間に行う事業変更許可後に反映予定 

第 29条の２（交流電源供給機能等喪失時の体制の整備） 

第 29条の２の２（火災発生時の体制の整備）※第 15号１． 

第 29条の３（溢水及び化学薬品漏えい発生時の体制の整備）※第 15号１． 

第 29条の４（火山活動のモニタリング等の体制の整備）※第 15号１． 

第 29条の５（火山影響等発生時の体制の整備）※第 15号１． 

第 29条の６（その他自然災害発生時の体制の整備）※第 15号１． 

第 30条（地震・火災等発生時の措置）【削除】 

第 56条（異常時の措置） 

 

７．再処理施設の保安に関する重要事項及び再処理施設の保安運営に関する重要事項を審議する委員会の設置、構成及び審議事項に

ついて定められていること。 

 

第 20条（品質・保安会議の審議事項、構成等） 

 

（再処理安全委員会の審議事項、構成等） 

第 21条 再処理安全委員会は、事業部長又は技術本部長の諮問を受け、次の各号に定める事項につ

いて、保安上の妥当性を再処理施設に係る保安に関する業務全体の観点から審議する。 

(略)  

(4) この規定に基づく以下の計画 

① 試験操作計画 
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再処理施設における保安規定審査基準 保安規定関連条文 

６．核燃料物質等（新燃料及び放射性固体廃棄物を除く。）の工場又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又は事業所の外での運搬中に関す

るものを除く。）が定められていること。なお、この事項は、第１１号又は第１２号における運搬に関する事項と併せて定められていてもよ

い。 

 

第 106条（事業所外への運搬） 

 

 

７．原子炉等規制法第６１条の２第２項により認可を受けた場合においては、同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の

方法に基づき、当該認可を受けた申請書等において記載された内容を満足するよう、同条第１項の確認を受けようとする物に含まれ

る放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、適切に取り扱うことが定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物と

の仕分け等を明確にするため、第１２号における放射性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。 

 

原子炉等規制法第６１条の２の対象はない 

８．放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて（指示）」（平

成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５月２７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－１）））を参考として定められていること。

なお、この事項は、放射性廃棄物との仕分け等を明確にするため、第１２号における放射性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。 

 

第 81条の２（「放射性廃棄物でない廃棄物」の管理） 

９．汚染拡大防止のための放射線防護上、必要な措置が定められていること。 

 

（大気への放出） 

第 88 条 統括当直長は、再処理施設から発生した放射性気体廃棄物を放出する場合は、別表 41 に

定める排気口から放出するとともに、次の事項を遵守する。 

(1) 放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度が、線量告示第８

条に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないようにする。 

(2) 放射性物質の放出量が別表 42に定める放出管理目標値を超えないようにする。 

２ 放射線管理課長は、別表 41に基づき放出する放射性気体廃棄物中の放射性物質濃度を測定し、

測定結果を統括当直長に通知する。 

３ 統括当直長は、前項の通知に基づき、放射性物質の放出量を確認する。 

４ 放射線管理課長は、第２項の測定結果を社員等及び請負事業者等が安全に認識できる場所に表

示する。 

 

第 91条（管理区域） 

第 92条（管理区域の区域区分） 

第 93条（管理区域内の特別措置） 

第 94条（飲食及び喫煙の禁止） 

第 95条（管理区域への出入管理） 

第 99条 （作業に伴う放射線管理） 

第 100条（床、壁等の除染） 

 

（線量当量等の測定） 

第 101条 放射線安全課長は、管理区域における線量当量等を別表 46に定めるところにより測定す

る。 

  ただし、人の立入りを禁止する措置を講じた区域については、この限りではない。 

２ 放射線安全課長は、前項の測定により異常が認められた場合は、異常に係る設備等の管理担当
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再処理施設における保安規定審査基準 保安規定関連条文 

ロ 重大事故に至るおそれのある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。）又は重大事故（以下「重大事故等」

という。） 

① 重大事故等発生時におけるセル内において発生する臨界事故を防止するための対策に関すること。 

② 重大事故等発生時における使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能

が喪失した場合にセル内において発生する蒸発乾固を防止するための対策に関すること。 

③ 重大事故等発生時における放射線分解によって発生する水素が再処理設備の内部に滞留することを防止する機能が喪失し

た場合にセル内において発生する水素による爆発を防止するための対策に関すること。 

④ ③に掲げるもののほか、重大事故等発生時におけるセル内において発生する有機溶媒その他の物質による火災又は爆発を

防止するための対策に関すること。 

⑤ 重大事故等発生時における使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する使用済燃料の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 

⑥ ①から⑤までに掲げるもののほか、重大事故等発生時における放射性物質の漏えいを防止するための対策に関すること。 

⑦ 発生する有毒ガスからの操作員等の防護に関すること。 

 

(4) 再処理施設における可燃物の適切な管理 

２ 事業部長は、前項の計画を承認する場合は、再処理安全委員会に諮問する。 

３ 各職位は、第１項の計画に基づき、火災発生時における再処理施設の保全のための活動を行う

ために必要な体制及び手順の整備を実施するとともに、火災発生時において再処理施設の保全の

ための活動を行う。また、統括当直長は、第 25条に定める巡視点検により火災の早期発見に努め

る。 

４ 防災業務課長は、前項の活動の結果を取りまとめ、定期的に評価するとともに、事業部長に報

告する。 

５ 事業部長は、前項の報告の内容を評価し、改善を要すると判断した場合は必要な措置を講じる。 

６ 工場長は、火災の影響により、再処理施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断し

た場合は、あらかじめ定める通報系統に従い連絡するとともに、関係各職位と使用済燃料の再処

理＊及び高レベル廃液のガラス固化の停止等の措置について協議し、必要な措置を講じる。 

＊：この規定において、「再処理」とは、使用済燃料からウラン及びプルトニウムを分離するために

使用済燃料を処理することをいう。 

また、「せん断処理施設、溶解施設、分離施設、精製施設（ウラン精製設備又はプルトニウム精

製設備）又は脱硝施設（ウラン脱硝設備又はウラン・プルトニウム混合脱硝設備）における再処

理」とは、各々の施設（各々の設備）において使用済燃料からウラン又はプルトニウム（分離施設

においてはプルトニウム）を分離するために使用済燃料又は使用済燃料から分離された物を処理

することをいう。 

 

別表７の２ 初期消火活動に係る設備等（第 29条の２の２関係）【省略】 

添付１ 火災、溢水、化学薬品漏えい、火山影響等及び自然災害発生時の対応並びに火山活動のモ

ニタリング等に係る実施基準（第 29 条の２の２、第 29 条の３、第 29 条の４、第 29 条の５及び第

29条の６関連）【省略】 

 

（溢水及び化学薬品漏えい発生時の体制の整備） 

第29条の３ 技術課長は、溢水発生時及び化学薬品漏えい発生時における再処理施設の保全のため

の活動を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を作成し、事業部長の承認を得る。また、

当該計画は、添付１に示す「火災、溢水、化学薬品漏えい、火山影響等及び自然災害発生時の対

応並びに火山活動のモニタリング等に係る実施基準」に従い作成する。 

(1) 溢水発生時及び化学薬品漏えい発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために

必要な要員の配置 

(2) 溢水発生時及び化学薬品漏えい発生時における再処理施設の保全のための活動を行う要員に

対する教育訓練 

(3) 溢水発生時及び化学薬品漏えい発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために

必要な資機材の配備 

２ 事業部長は、前項の計画を承認する場合は、再処理安全委員会に諮問する。 

ハ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる再処理施設の大規模な損壊（以下「大規模損

壊」という。） 

① 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関すること。 

② 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵設備の水位を確保するための対策及び使用済燃料の著しい損傷を緩和するため

の対策に関すること。 

③ 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するための対策に関すること。 

 

（２）必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練に関すること。特に重大事故等又は大規模損壊の発生時

における再処理施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練については、それぞれ毎年１回以上定

期に実施すること。 

 

（３）必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホースその

他の資機材を備え付けること。 

 

（４）その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 
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再処理施設における保安規定審査基準 保安規定関連条文 

３ 各職位は、第１項の計画に基づき、溢水発生時及び化学薬品漏えい発生時における再処理施設

の保全のための活動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施するとともに溢水発生時及び

化学薬品漏えい発生時において再処理施設の保全のための活動を行う。 

４ 技術課長は、前項の活動の結果を取りまとめ、定期的に評価するとともに、事業部長に報告す

る。 

５ 事業部長は、前項の報告の内容を評価し、改善を要すると判断した場合は必要な措置を講じる。 

６ 工場長は、溢水及び化学薬品漏えいの影響により、再処理施設の保安に重大な影響を及ぼす可

能性があると判断した場合は、あらかじめ定める通報系統に従い連絡するとともに、関係各職位

と使用済燃料の再処理及び高レベル廃液のガラス固化の停止等の措置について協議し、必要な措

置を講じる。 

 

添付１ 火災、溢水、化学薬品漏えい、火山影響等及び自然災害発生時の対応並びに火山活動のモ

ニタリング等に係る実施基準（第 29 条の２の２、第 29 条の３、第 29 条の４、第 29 条の５及び第

29条の６関連）【省略】 

 

（火山活動のモニタリング等の体制の整備） 

第 29条の４ 土木建築技術課長は、巨大噴火の可能性が十分小さいことを継続的に確認することを

目的に火山活動のモニタリングを行う体制の整備として、次の各号を含む計画を作成し、技術本

部長の承認を得る。また、当該計画は、添付１に示す「火災、溢水、化学薬品漏えい、火山影響等

及び自然災害発生時の対応並びに火山活動のモニタリング等に係る実施基準」に従い作成する。 

(1) 火山活動のモニタリングのための活動を行うために必要な要員の配置 

(2) 火山活動のモニタリングのための活動を行う要員に対する教育訓練 

２ 技術本部長は、前項の計画を承認する場合は、再処理安全委員会に諮問する。 

３ 土木建築技術課長は、第１項の計画に基づき、火山活動のモニタリングのための活動を行うた

めに必要な体制の整備を実施するとともに火山活動のモニタリングのための活動を行う。 

４ 土木建築技術課長は、前項に定める事項について定期的に評価を行う。 

５ 土木建築技術課長は、火山活動のモニタリングの結果、観測データに有意な変化があった場合

は、火山専門家の助言を踏まえ、その結果を技術本部長へ報告し、技術本部長は社長へ報告する。 

６ 社長は、前項の報告を受け、対処が必要と判断した場合は、事業部長にその対処について指示

する。 

７ 事業部長は、前項の社長からの指示を受け、工場長及び核燃料取扱主任者に連絡するとともに、

その対処について協議する。対処に当たっては、その時点の最新の科学的知見に基づき使用済燃

料の受入れ及び新たなせん断処理施設における再処理を停止し、工程内の使用済燃料等は溶解施

設、分離施設、精製施設及び脱硝施設における再処理を行い、ウラン酸化物粉末及びウラン・プル

トニウム混合酸化物粉末とし貯蔵する、高レベル廃液はガラス固化体とし貯蔵する等の可能な限

りの対処を行う。 
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再処理施設における保安規定審査基準 保安規定関連条文 

添付１ 火災、溢水、化学薬品漏えい、火山影響等及び自然災害発生時の対応並びに火山活動のモ

ニタリング等に係る実施基準（第 29 条の２の２、第 29 条の３、第 29 条の４、第 29 条の５及び第

29条の６関連）【省略】 

 

（火山影響等発生時の体制の整備） 

第29条の５ 技術課長は、火山影響等発生時における再処理施設の保全のための活動を行う体制の

整備として、次の各号を含む計画を作成し、事業部長の承認を得る。また、当該計画は、添付１

に示す「火災、溢水、化学薬品漏えい、火山影響等及び自然災害発生時の対応並びに火山活動の

モニタリング等に係る実施基準」に従い作成する。 

(1) 火山影響等発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置 

(2) 火山影響等発生時における再処理施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓練 

(3) 火山影響等発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要な資機材の配備 

２ 事業部長は、前項の計画を承認する場合は、再処理安全委員会に諮問する。 

３ 各職位は、第１項の計画に基づき、火山影響等発生時における再処理施設の保全のための活動

を行うために必要な体制及び手順の整備を実施するとともに火山影響等発生時において再処理施

設の保全のための活動を行う。 

４ 技術課長は、前項の活動の結果を取りまとめ、定期的に評価するとともに、事業部長に報告す

る。 

５ 事業部長は、前項の報告の内容を評価し、改善を要すると判断した場合は必要な措置を講じる。 

６ 工場長は、火山現象の影響により、再処理施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判

断した場合は、あらかじめ定める通報系統に従い連絡するとともに、関係各職位と使用済燃料の

再処理及び高レベル廃液のガラス固化の停止等の措置について協議し、必要な措置を講じる。 

 

添付１ 火災、溢水、化学薬品漏えい、火山影響等及び自然災害発生時の対応並びに火山活動のモ

ニタリング等に係る実施基準（第 29 条の２の２、第 29 条の３、第 29 条の４、第 29 条の５及び第

29条の６関連）【省略】 

 

（その他自然災害発生時の体制の整備） 

第29条の６ 技術課長は、その他自然災害（地震その他再処理施設の安全機能に影響を及ぼすまで

に時間余裕がある自然現象等をいう。以下、本条において同じ。）発生時における再処理施設の

保全のための活動を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を作成し、事業部長の承認を得

る。また、当該計画は、添付１に示す「火災、溢水、化学薬品漏えい、火山影響等及び自然災害

発生時の対応並びに火山活動のモニタリング等に係る実施基準」に従い作成する。 

(1) その他自然災害発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配

置 

(2) その他自然災害発生時における再処理施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓練 

(3) その他自然災害発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要な資機材の
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廃棄物管理施設における保安規定審査基準 保安規定関連条文 

４．廃棄物管理設備の操作に当たって確認すべき事項について定められていること。 

 

第３章、第５章 各条 

 

第 12条（操作上の一般事項）※第６号２． 

 

（ガラス固化体の受入れ計画） 

第 13 条 再処理計画部長は、関係課長と協議し、年度開始前に次の各号に定める事項を記載した年度

ごとのガラス固化体受入れ計画を作成し、事業部長の承認を得る。 

（１）～（２）（略） 

２ 再処理計画部長は、前項の計画を作成するに当たり、次の事項を遵守する。 

（１）廃棄物管理施設に受入れるガラス固化体の本数は、ガラス固化体受入れ設備の最大受入れ能力で

ある年間 500本を超えないこと。 

（２）廃棄物管理施設で管理するガラス固化体の本数がガラス固化体貯蔵設備の最大管理能力である

2,880 本（ガラス固化体貯蔵建屋及びガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟においてそれぞれ 1,440 本）を

超えないこと。 

（３）【削除】 

３～４（略） 

 

第 25条（作業管理）※第 15号１． 

 

５．地震、火災等の発生時等に講ずべき措置について定められていること。 

 

（貯蔵管理安全委員会の審議事項、構成等） 

第 10条 貯蔵管理安全委員会は、事業部長又は技術本部長の諮問を受け、次の各号に定める事項につ

いて、保安上の妥当性を廃棄物管理施設に係る保安に関する業務全体の観点から審議する。 

（略） 

（４）第３条の４の品質マネジメントシステム計画の表１及び表２に掲げる文書のうち事業部長が制

定する規定 

（５）この規定に基づく以下の計画 

①火災発生時における廃棄物管理施設の保全のための活動を行う体制の整備に関する計画（火災

防護計画） 

②火山活動のモニタリング等の体制の整備に関する計画 

③火山影響等発生時及びその他自然災害発生時における廃棄物管理施設の保全のための活動を行

う体制の整備に関する計画 

  ④ガラス固化体の受入れ計画 

  ⑤第３条の４ 7.3適用の対象と判断した工事に係る作業実施計画 

⑥廃棄物管理施設の経年劣化に関する技術的な評価の実施計画 

  ⑦保安教育の実施計画 

⑧定期的な評価の実施計画 

（以下、略） 
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廃棄物管理施設における保安規定審査基準 保安規定関連条文 

９．汚染拡大防止のための放射線防護上、必要な措置が定められていること。 （放射性気体廃棄物） 

第 31条 貯蔵管理課長は、放射性気体廃棄物を放出する場合は、排気口から放出するとともに、次の

事項を遵守する。 

（１）放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度が、線量告示第８条

に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないようにすること。 

（２）ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタ及び冷却空気出口シャフトモニタにより監視する

とともに、ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒の排気口における排気中の放射性物質濃度が別

表８に定める管理目標値を超えないように努めること。 

２ 放射線管理課長は、別表９に定める測定項目及び測定頻度に基づき、排気中の放射性物質濃度を

別表 10に示す放出管理用計測器により測定し、貯蔵管理課長に通知する。 

３ 貯蔵管理課長は、排気中の放射性物質の放出に異常のないことを確認する。 

４ 放射線管理課長は、第２項の測定結果を社員等及び請負事業者等が安全に認識できる場所に表示す

る。 

第 32条（管理区域） 

第 33条（管理区域の区域区分） 

第 34条（管理区域内の特別措置） 

第 35条（飲食及び喫煙の禁止） 

第 36条（管理区域への出入管理） 

第 39条（作業に伴う放射線管理） 

第 40条（床、壁等の除染） 

（線量当量等の測定） 

第 41条  放射線安全課長は、管理区域における線量当量等を別表 15に定めるところにより測定す

る。 

ただし、別表 11に定める通常作業時に人の立入りを禁止する区域についてはこの限りではない。 

２ 環境管理課長は、周辺監視区域における線量当量等を別表 16に定めるところにより測定する。 

３ 放射線安全課長は、第１項の測定により異常が認められた場合は、その原因を調査し、異常に係

る設備等の管理担当課長に通報する。 

４ 環境管理課長は、第２項の測定により異常が認められた場合は、環境監視の強化等により、原因

を調査するとともに、放射線安全課長に通報する。 

５ 放射線安全課長は、管理区域における外部放射線に係る線量当量率、空気中の放射性物質の濃度

及び表面の放射性物質の密度を管理区域入口付近に表示する。 

６ 環境管理課長は、第２項の測定結果を換算して得られる被ばく線量を社員等及び請負事業者等が安

全に認識できる場所に表示する。 

第 43条（物品の移動） 
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廃棄物管理施設における保安規定審査基準 保安規定関連条文 

（２）必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練に関すること。 

 

グ等に係る実施基準」に従い作成する。 

（１）火災発生時における廃棄物管理施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置（初期

消火活動のために必要な 10名以上の要員の常駐を含む。） 

（２）火災発生時における廃棄物管理施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓練 

（３）火災発生時における廃棄物管理施設の保全のための活動を行うために必要な資機材の配備（初

期消火活動のために必要な別表２の２に示す設備等を含む。） 

（４）廃棄物管理施設における可燃物の適切な管理 

２ 事業部長は、前項の計画を承認する場合は、貯蔵管理安全委員会に諮問する。 

３ 各職位は、第１項の計画に基づき、火災発生時における廃棄物管理施設の保全のための活動を行

うために必要な体制及び手順の整備を実施するとともに火災発生時において廃棄物管理施設の保全

のための活動を行う。また、統括当直長及び貯蔵管理課長は、第 11条に定める巡視点検により火災

の早期発見に努める。 

４ 防災業務課長は、前項の活動の結果を取りまとめ、定期的に評価するとともに、事業部長に報告

する。 

５ 事業部長は、前項の報告の内容を評価し、改善を要すると判断した場合は必要な措置を講じる。 

６ 工場長は、火災の影響により、廃棄物管理施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断

した場合は、あらかじめ定める通報系統に従い連絡するとともに、関係各職位とガラス固化体の受

入れの停止等の措置について協議し、必要な措置を講じる。 

 

別表２の２ 初期消火活動に係る設備等（第 12条の３関係）【省略】 

添付１ 火災、火山影響等及び自然災害発生時の対応並びに火山活動のモニタリング等に係る実施基

準（第 12条の３、第 12条の４、第 12条の５及び第 12条の６関連）【省略】 

 

（火山活動のモニタリング等の体制の整備） 

第 12条の４ 土木建築技術課長は、巨大噴火の可能性が十分小さいことを継続的に確認することを目

的に火山活動のモニタリングを行う体制の整備として、次の各号を含む計画を作成し、技術本部長

の承認を得る。また、当該計画は、添付１に示す「火災、火山影響等及び自然災害発生時の対応並

びに火山活動のモニタリング等に係る実施基準」に従い作成する。 

（１）火山活動のモニタリングのための活動を行うために必要な要員の配置 

（２）火山活動のモニタリングのための活動を行う要員に対する教育訓練 

２ 技術本部長は、前項の計画を承認する場合は、貯蔵管理安全委員会に諮問する。 

３ 土木建築技術課長は、第１項の計画に基づき、火山活動のモニタリングのための活動を行うため

に必要な体制の整備を実施するとともに火山活動のモニタリングのための活動を行う。 

４ 土木建築技術課長は、前項に定める事項について定期的に評価を行う。 

５ 土木建築技術課長は、火山活動のモニタリングの結果、観測データに有意な変化があった場合

は、火山専門家の助言を踏まえ、その結果を技術本部長へ報告し、技術本部長は社長へ報告する。 

６ 社長は、前項の報告を受け、対処が必要と判断した場合は、事業部長にその対処について指示す

（３）必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。 

 

（４）その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 
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る。 

７ 事業部長は、前項の社長からの指示を受け、工場長及び廃棄物取扱主任者に連絡するとともに、

その対処について協議する。対処に当たっては、その時点の最新の科学的知見に基づきガラス固化

体の受入れの停止等の可能な限りの対処を行う。 

 

添付１ 火災、火山影響等及び自然災害発生時の対応並びに火山活動のモニタリング等に係る実施基

準（第 12条の３、第 12条の４、第 12条の５及び第 12条の６関連）【省略】 

 

（火山影響等発生時の体制の整備） 

第12条の５ 技術課長は、火山影響等発生時における廃棄物管理施設の保全のための活動を行う体制

の整備として、次の各号を含む計画を作成し、事業部長の承認を得る。また、当該計画は、添付１

に示す「火災、火山影響等及び自然災害発生時の対応並びに火山活動のモニタリング等に係る実施

基準」に従い作成する。 

（１）火山影響等発生時における廃棄物管理施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置 

（２）火山影響等発生時における廃棄物管理施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓練 

（３）火山影響等発生時における廃棄物管理施設の保全のための活動を行うために必要な資機材の配

備 

２ 事業部長は、前項の計画を承認する場合は、貯蔵管理安全委員会に諮問する。 

３ 各職位は、第１項の計画に基づき、火山影響等発生時における廃棄物管理施設の保全のための活

動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施するとともに火山影響等発生時において廃棄物管

理施設の保全のための活動を行う。 

４ 技術課長は、前項の活動の結果を取りまとめ、定期的に評価するとともに、事業部長に報告す

る。 

５ 事業部長は、前項の報告の内容を評価し、改善を要すると判断した場合は必要な措置を講じる。 

６ 工場長は、火山現象の影響により、廃棄物管理施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると

判断した場合は、あらかじめ定める通報系統に従い連絡するとともに、関係各職位とガラス固化体

の受入れの停止等の措置について協議し、必要な措置を講じる。 

 

添付１ 火災、火山影響等及び自然災害発生時の対応並びに火山活動のモニタリング等に係る実施基

準（第 12条の３、第 12条の４、第 12条の５及び第 12条の６関連）【省略】 

 

（その他自然災害発生時の体制の整備） 

第12条の６ 技術課長は、その他自然災害（地震その他廃棄物管理施設の安全機能に影響を及ぼすま

でに時間余裕がある自然現象等をいう。以下、本条において同じ。）発生時における廃棄物管理施

設の保全のための活動を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を作成し、事業部長の承認を

得る。また、当該計画は、添付１に示す「火災、火山影響等及び自然災害発生時の対応並びに火山

活動のモニタリング等に係る実施基準」に従い作成する。 
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（１）その他自然災害発生時における廃棄物管理施設の保全のための活動を行うために必要な要員の

配置 

（２）その他自然災害発生時における廃棄物管理施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓

練 

（３）その他自然災害発生時における廃棄物管理施設の保全のための活動を行うために必要な資機材

の配備 

２ 事業部長は、前項の計画を承認する場合は、貯蔵管理安全委員会に諮問する。 

３ 各職位は、第１項の計画に基づき、その他自然災害発生時における廃棄物管理施設の保全のため

の活動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施するとともにその他自然災害発生時において

廃棄物管理施設の保全のための活動を行う。 

４ 技術課長は、前項の活動の結果を取りまとめ、定期的に評価するとともに、事業部長に報告す

る。 

５ 事業部長は、前項の報告の内容を評価し、改善を要すると判断した場合は必要な措置を講じる。 

６ 工場長は、その他自然災害の影響により、廃棄物管理施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性が

あると判断した場合は、あらかじめ定める通報系統に従い連絡するとともに、関係各職位とガラス

固化体の受入れの停止等の措置について協議し、必要な措置を講じる。 

 

添付１ 火災、火山影響等及び自然災害発生時の対応並びに火山活動のモニタリング等に係る実施

基準（第 12条の３、第 12条の４、第 12条の５及び第 12条の６関連）【省略 

 

第 46条（異常時の措置） 

第 47条（非常時対策組織） 

第 48条（非常時要員） 

第 48条の２（緊急作業従事者） 

第 49条（非常時用器材の整備） 

第 49条の２（通信連絡手順の整備）※第 12号１． 

第 49条の３（安全避難通路等）※第 12号１． 

第 50条（通報系統） 

第 51条（通報） 

第 52条（応急措置） 

第 53条（非常時体制の発令） 

第 54条（非常時対策活動） 

第 55条（非常時体制の解除） 

第 56条（原子力災害対策特別措置法に基づく措置） 
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保安規定審査基準への適合性整理に関する補足事項 

 

本資料では、再処理施設および廃棄物管理施設の新規制基準適合に係る保安規定変更申

請（以下、変更申請という。）において変更した条文の記載事項等の各施設の保安規定審査

基準（以下、審査基準という。）への適合性の整理について補足する。 

保安規定審査基準と保安規定の記載整理表では、変更申請において変更した条項を対象

に、変更箇所が関連する審査基準へ適合していることを示す。 

変更した条項により複数の審査基準の要求に関連する場合は、変更した内容から最も関

連性の高いと思われる審査基準の要求事項の箇所にその変更内容を記載した。 

なお、審査基準への適合を整理するにあたり特に説明を要する事項を以下に補足する。 

 

①保安規定に基づく教育の実施について（再処理施設／廃棄物管理施設） 

再処理施設保安規定、廃棄物管理施設保安規定では、以下の条文において、保安に関

する業務を行う社員等（請負事業者等を含む）に対する保安教育の実施を規定しており、

施設の操作、非常の場合に講ずべき処置等に係る基礎的な教育を実施している。 

・再処理施設保安規定 

 第 121条（社員等への保安教育） 

第 122条（請負事業者等への保安教育） 

・廃棄物管理施設保安規定 

第 57条（保安教育） 

 

今回の保安規定変更では、再処理施設保安規定第 29 条の２の２～第 29 条の６、廃

棄物管理施設第 12 条の３～第 12 条の６に、火災発生時の対応等について、保安規定

に基づき策定する体制整備の計画に基づき、火災等の事象に対応する要員に対する具

体的な措置や操作方法等に関する教育訓練の実施を規定している。 

 

この２つの教育は、ともに保安規定に基づき実施する教育であることから、審査基準

の第５号（保安教育）に第 29条の２の２～第 29条の６の条文（再処理施設）および第

12条の３～第 12条の６の条文（廃棄物管理施設）を追記した。 

 

②「再処理施設の操作」と「設計想定事象等に係る再処理施設の保全に関する措置」につ

いて（再処理施設） 

再処理施設の変更申請において、第 34条（非常用所内電源系統）に関して７日間の

連続運転に必要な燃料の確保と外部電源系統における１相開放故障時の措置を追加し

ている。 

添付３ 

前回提出資料からの変更箇所：黄色 
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これらの措置は、非常用所内電源系統から給電を受ける設備への電力の供給を維持

することを目的とし、非常用所内電源系統の保安電源設備としての機能を確保するた

めの措置であることから、「再処理施設の操作」として整理している。 

なお、「設計想定事象等に係る再処理施設の保全に関する措置」については、火災、

自然現象、外部人為事象等による安全機能を有する施設または重大事故等対処施設の

機能への影響を防止し、機能確保を図るための措置として実施するものである。 

このため、第 34条（非常用所内電源系統）は、審査基準の第１５号（設計想定事象

等に係る再処理施設の保全に関する措置）から削除した。 

以 上 
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